
　
 

【
問
合
先
】＝

▼
市
社
会
福
祉
協
議
会　

権
利
擁
護
セ
ン
タ
ー

　

永
利
町
４
１
０
７
番
地
１（
市
総
合
福
祉
会
館
内
）

　

（
29
）５
５
８
７

▼
本
庁
高
齢
・
介
護
福
祉
課
高
齢
者
福
祉
グ
ル
ー
プ

　

（
23
）５
１
１
１（
内
線
２
６
７
３
）

福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
支
援
事
業
・
成せ

い
ね
ん
こ
う
け
ん
せ
い
ど

年
後
見
制
度

〜
制
度
を
知
っ
て
、
将
来
に
備
え
を
〜

▼ 

福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
支
援
事
業
を
利
用
す

る
に
は

　

市
社
会
福
祉
協
議
会
に
開
設
さ
れ
て
い
る

権
利
擁
護
セ
ン
タ
ー
へ
相
談
く
だ
さ
い
。
同

セ
ン
タ
ー
の
職
員
が
相
談
に
応
じ
、
必
要
な

場
合
に
は
自
宅
な
ど
に
出
向
き
ま
す
。
支
援

内
容
の
協
議
を
行
い
、
そ
の
後
、
契
約
締
結

す
る
こ
と
に
よ
り
支
援
が
開
始
さ
れ
ま
す
。

  

成
年
後
見
制
度

　

認
知
症
や
知
的
障
害
・
精
神
障
害
な
ど
に

よ
り
、
物
事
を
判
断
す
る
能
力
が
十
分
で
な

い
方
は
、
財
産
を
管
理
し
た
り
、
介
護
サ
ー

ビ
ス
や
施
設
へ
の
入
所
の
契
約
を
結
ぶ
こ
と

が
困
難
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
不
利

な
契
約
を
結
び
、
消
費
者
被
害
に
遭
う
恐
れ

も
あ
り
ま
す
。

　

成
年
後
見
制
度
は
、
こ
う
し
た
方
々
を
保

護
し
支
援
す
る
制
度
で
、「
法
定
後
見
制
度
」

と「
任
意
後
見
制
度
」が
あ
り
ま
す
。

①
法
定
後
見
制
度

　

 　

す
で
に
判
断
能
力
が
十
分
で
な
い
方
を

支
援
す
る
制
度
で
す
。
福
祉
サ
ー
ビ
ス
利

用
支
援
事
業
対
象
者
よ
り
重
度
の
方
が
対

象
に
な
り
ま
す
。

　

 　

本
人
・
配
偶
者
・
四
親
等
内
の
親
族
な

ど
が
家
庭
裁
判
所
に
申
し
立
て
を
行
い
、

家
庭
裁
判
所
の
審
判
に
よ
っ
て
、
そ
の
方

の
判
断
能
力
に
応
じ
た
法
定
後
見
人
を
決

定
し
ま
す
。

②
任
意
後
見
制
度

　

 　

現
在
は
判
断
能
力
に
問
題
が
な
く
て

も
、
将
来
、
判
断
能
力
が
不
十
分
に
な
っ

た
と
き
に
備
え
て
援
助
者
を
選
び
、
ど
の

よ
う
な
支
援
を
し
て
も
ら
う
か
を
あ
ら
か

じ
め
契
約
し
て
お
く
制
度
で
す
。

　

 　

本
人
が
自
ら
選
ん
だ
代
理
人（
任
意
後

見
人
）に
、
自
分
の
判
断
能
力
が
低
下
し

た
後
の
身
上
監
護
や
財
産
管
理
に
関
す
る

事
務
に
つ
い
て
、
代
理
権
を
与
え
る
契
約

を
公
正
証
書（
法
律
の
専
門
家
で
あ
る
公

証
人
が
作
成
す
る
公
文
書
）で
締
結
し
て

お
き
ま
す
。

　

 　

本
人
の
判
断
能
力
が
低
下
し
た
場
合
、

家
庭
裁
判
所
に
※

任
意
後
見
監
督
人
を
選

任
す
る
手
続
き
を
申
し
立
て
、
選
任
さ
れ

て
初
め
て
契
約
の
効
力
が
生
じ
ま
す
。
こ

の
申
し
立
て
は
、
本
人
・
配
偶
者
・
四
親

等
内
の
親
族
・
任
意
後
見
受
任
者（
代
理

権
を
与
え
る
契
約
を
締
結
し
た
方
）に
限

ら
れ
ま
す
。

※ 

任
意
後
見
監
督
人
と
は
、
本
人
に
代
わ
っ

て
、
任
意
後
見
人
の
仕
事
を
チ
ェ
ッ
ク
し

て
く
れ
る
人
の
こ
と
で
す
。

●
後
見
人
に
で
き
る
こ
と【
例
】

・
日
常
の
金
銭
管
理

・ 

福
祉
サ
ー
ビ
ス
や
入
院
、
施
設
な
ど
の
入

所
契
約

・
相
続
の
遺
産
分
割
な
ど

●
後
見
人
に
で
き
な
い
こ
と【
例
】

・
身
元
引
受
人
や
保
証
人
に
な
る
こ
と

・
買
い
物
や
通
院
の
付
き
添
い
な
ど

・
本
人
の
死
後
の
事
務
な
ど

市
民
活
動
支
援
補
助
金

（
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
コ
ー
ス
）と
は

　

地
域
活
性
化
の
た
め
に
、
応
募
団
体
自

ら
が
企
画
・
立
案
・
実
施
す
る
市
民
活
動

に
該
当
す
る
事
業
で
、
そ
の
内
容
・
時
期
・

経
費
な
ど
が
、
当
該
団
体
な
ど
の
目
的
を

達
成
す
る
た
め
に
適
当
で
あ
る
と
市
長
が

認
め
た
事
業
に
対
し
て
、
活
動
経
費
の
一

部
を
補
助
す
る
も
の
で
す
。

　

    

応
募
で
き
る
団
体

　

次
の
全
て
の
条
件
を
満
た
す
団
体

▼ 

構
成
員
が
５
人
以
上
で
、
そ
の
過
半
数

が
本
市
に
住
所
を
有
し
て
い
る
こ
と

▼ 

公
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
活
動
を
行
う

任
意
団
体
ま
た
は
特
定
非
営
利
活
動
法

人
な
ど

▼ 

活
動
拠
点
が
市
内
で
、
か
つ
市
内
に
お

い
て
活
動
を
行
っ
て
い
る
団
体

＊ 

た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

団
体
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

① 

地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
協
議
会
お
よ
び
自

治
会

②
宗
教
活
動
な
ど
を
目
的
と
す
る
団
体

③
政
治
活
動
な
ど
を
目
的
と
す
る
団
体

④ 

暴
力
団
員
が
構
成
員
に
含
ま
れ
る
団
体

も
し
く
は
そ
の
暴
力
団
員
の
統
制
下
に

あ
る
団
体

⑤ 

性
風
俗
関
連
特
殊
営
業
を
営
む
者
が
構

成
員
に
含
ま
れ
る
団
体

　

    

対
象
と
な
る
経
費

　

対
象
と
な
る
事
業
の
実
施
に
直
接
必
要

と
な
る
経
費
が
補
助
対
象
と
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
団
体
の
経
常
的
な
管
理
運
営
経

費
は
除
き
ま
す
。

　

    

補
助
金
の
額

　　

    

応
募
方
法

　

次
の
関
係
書
類
を
作
成
の
上
、
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
課
ま
で
送
付
ま
た
は
直
接
持
参
く

だ
さ
い
。

（
注
）フ
ァ
ク
ス
ま
た
は
電
子
メ
ー
ル
に
よ

る
提
出
は
受
け
付
け
て
い
ま
せ
ん
。

【
関
係
書
類
】＝

▼
市
民
活
動
支
援
補
助
金
申
込
書

▼
事
業
計
画
書
・
事
業
収
支
計
画
書

▼
団
体
に
関
す
る
調
書

▼
団
体
構
成
員
名
簿

▼
他
の
制
度
に
よ
る
補
助
・
助
成
ま
た
は

　

委
託
事
業
の
申
請
状
況

＊ 

関
係
書
類
の
様
式
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
上（http://w

w
w
.city.satsum

asendai.
lg.jp

）か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
ほ
か
、

本
庁
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
課
、
各
支
所
地
域

振
興
課
ま
た
は
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
に
も
備
え
付
け
て
あ
り
ま
す
。

【
応
募
締
切
】＝
８
月
31
日（
水
）必
着

＊ 

市
民
活
動
団
体
が
、
こ
れ
ま
で
の
活
動

を
発
展
さ
せ
る
た
め
に
、
新
た
に
実
施

ま
た
は
拡
大
す
る
事
業
に
対
し
て
、
補

助
を
行
う「
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
コ
ー
ス
」

も
あ
り
ま
す
。

　

住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
し
て

い
き
た
い
と
い
う
思
い
は
、
誰
も
が
持
っ
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
認
知
症
や
知
的
障
害
・

精
神
障
害
な
ど
の
理
由
に
よ
り
、
自
分
ひ
と

り
で
は
金
銭
管
理
や
契
約
、
諸
手
続
き
が
難

し
い
と
感
じ
て
い
る
方
も
多
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

今
回
は
、
そ
う
い
っ
た
方
々
の
日
常
生
活

を
支
援
す
る｢

福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
支
援
事

業｣

と｢

成
年
後
見
制
度｣

に
つ
い
て
紹
介
し

ま
す
。

  

福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
支
援
事
業

　

認
知
症
や
知
的
障
害
・
精
神
障
害
な
ど
に

よ
り
、
判
断
能
力
に
不
安
が
あ
る
も
の
の
、

比
較
的
軽
度
の
方
が
対
象
に
な
り
ま
す
。
次

の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
ま
す
。

① 

在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
契
約
代
行
な
ど
を

行
う｢

福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
支
援｣

② 

預
貯
金
の
出
し
入
れ
、
公
共
料
金
の
支
払

い
代
行
な
ど
を
行
う｢

日
常
的
金
銭
管
理

サ
ー
ビ
ス｣

③ 

通
帳
や
印
鑑
、大
切
な
書
類
な
ど
を
保
管
・

管
理
す
る｢

書
類
等
預
か
り
サ
ー
ビ
ス｣

平成28年度薩摩川内市市民活動支援補助金（スタートアップコース）募集

市民活動の
立ち上げを応援します

補助回数 補助率 補助上限

１回目 80％
いずれも

20万円

（千円未満

切り捨て）

２回目 70％

３回目 50％

　対象となる経費に、補助回数に応じた
補助率（下表）を乗じて得た額とします。

【問合先】＝本庁コミュニティ課　コミュニティ・生涯学習グループ　 （23）5111（内線4613）

審
査
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル（
予
定
）

９
月
上
旬

９
月
下
旬

10
月
上
旬

一
次
審
査（
書
類
審
査
）

二
次
審
査

（
公
開
ヒ
ア
リ
ン
グ
）

補
助
事
業
決
定

判断能力が不十分で、契約などが
一人でできない

判断能力は十分あるが、将来認知
症などになったときが不安

家庭裁判所に任意後見監督人選任
申し立て

公証人役場で任意後見契約家庭裁判所に申し立て
＊申し立てる親族がいない場合は、
　市長申し立てもできます。

法定後見人選任
判断能力に応じ、成年後見人・保
佐人・補助人のいずれか

判断能力が
低下したら

任意後見監
督人選任

法定後見スタート 任意後見スタート

成年後見制度の手続きの流れ（イメージ図）
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